
当初作成年月 更新年月（２回目） 更新年月（３回目） 更新年月（４回目）

H24.11 H25.12 H26.3 H26.9

更新年月（８回目） 更新年月（１０回目） 更新年月（１１回目） 更新年月（１２回目）

H30.1 R4.10

更新年月（１６回目） 更新年月（１８回目） 更新年月（１９回目） 更新年月（２０回目）

（※のみ記入。他は、１以降の記載内容から自動集計されます。）

480.06 ha 480.06 ha 中心経営体 平均経営面積 4.54 ha

233.07 ha 291.12 ha 中心経営体 目標平均経営面積 4.22 ha

0 ha 0 ha 中心経営体 平均年齢 65.5 才

57.19 ha 0 ha 中心経営体 後継者有率 29.0 %

233.07 ha 291.12 ha 中間管理機構 借受希望 68  中心経営体

217.14 ha 243.64 ha 出し手農業者 69 経営体

うち個人 うち個人 217.14 ha うち個人 243.64 ha 利用しなくなる農地 98.82 ha

うち法人 うち法人 0 ha うち法人 0 ha 機構への貸付希望者 69 経営体
1.2 ha 1.2 ha 機構への貸付希望面積 98.82 ha
48.6% 60.6%

対応

○

○

○

○

○

○

人・農地プ ラ ン

H25.3

更新年月（１回目）地域名

本飯田第1、本飯田第2、本飯田第3東、本飯田第3西、本飯田第4、本飯田第5、土生田第１、土生田第2、土生田第3、土生田第4
土生田第5、土生田第6、土生田第7、髙玉、赤石、五十沢

H28.11H27.11

更新年月（９回目）更新年月（５回目）

更新年月（１３回目）

《その他》

うち個人

集落数

16

地域の全経営面積（※）地域の全経営体数（※） 地域の全経営面積（※）

《計画経営面積》

うち法人

うち集落営農

うち個人

うち認定新規就農者

《現況経営面積》《経営体数》

中心経営体 経営面積

うち法人

うち集落営農

うち個人

うち認定新規就農者

市町村名

村山市

中心経営体の割合

袖崎

取組事項

うち集落営農

69 経営体

更新年月（１５回目）

H27.3

1 経営体

１．今後の地域農業のあり方（地域の中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めて）

コメント

【プランの概要】

集落名

中心経営体数

うち法人

1 経営体

67 経営体

1 経営体

高付加価値化

59 経営体

1 経営体

60 経営体

産地形成によって生産された農産物等を市場等に出荷するだけでなく、消費者への直接販売等の6次産業化を推
進する。
耕畜連携の推進による地域ブランドの確立や、新規作物及び有機質肥料・減農薬等による生産、県ブランド米の
継続的な取組みを推進する。

うち認定農業者 うち認定農業者

うち認定新規就農者

中心経営体の割合

生産品目の明確化

うち認定農業者

地域の農地・農業を守るためにも、新規就農者等に対し知見を生かした技術指導や助言等によって育成を図る。新規就農の促進

農地中間管理機構を活用した集積（基盤整備事業関連（機構関連農地整備事業含む）による担い手エリア設定）
や、個人・団体(中心経営体が組織する団体、女性農業者グループを含む)が行う機械・施設等整備については、補
助事業の活用により経営コスト低減の取組みを推進する。

21.6%

複合化

６次産業化

その他［低コスト化の推進　　］

土地利用型農業については、袖崎地区水田農業推進委員会を中心としたそばの作付や、経営所得安定対策交付
金事業を活用した地域振興作物を推進する。

補助事業を積極的に活用した園芸振興と、果樹や花卉及び野菜、袖崎地区水田農業推進委員会を中心としたそ
ば等の面積拡大に努め、米を基幹に複合経営農家の育成を図る。

更新年月（６回目） 更新年月（７回目）

更新年月（１４回目）

319 経営体

中心経営体の割合

中心経営体 経営面積

H31.3

更新年月（１７回目）


